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荒牧町々民の皆様

自治会長 大 野 啓一

荒牧町自主防災の結行事中止のお知らせ (お願い)

立春の候、町民の皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。

さて、皆様方もご承知の通リヨロナ感染者は群馬県におきましても依然とし

て増加し、県内は警戒度4と して予断を静きない状況となつております。

当荒牧町自治会におきましては、例年ですと 2月 時期に自主防災の行手とし

て避難胡棟や防災韓和等を実施しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス

の感染防止の観点からして自治会活動の自粛要請の最中であり、よつて先の結

行事を中止することにしました。なにとぞよろしくお願いいたします。

町民の皆様方には引き続き今まで以上の感染防止に努めていただくようお願
いいたします。

紀

1 お 知らせ事項

(1)荒 牧町の避難場所について

災害は、いつ起こるかわかりません。各家庭で地域の避態場所や、家族
の連絡方法、集合場所等について補し合う機会をもつてください。
・指定避難場所 「荒牧小学校」 荒 牧町、荒牧町二・三・四丁目区域の

皆さんが対象御 紙 1の とおり)
・指定遊難場所 rぉu!1小学校」 荒 牧町(田道 17号以痢 、荒牧町―丁目

区城の管さんが対象傷可紙2の とおり)

の 防 災備品について

荒牧町の防災備蓄の保管場所は、荒牧町公民館敷地内に自主防災器具

収納庫があります。

今後も備品の充実を図つていきます。各家庭でも二日分くらいの備蓄

を進めてください。

2 そ の他

公民館の利用にあたってですが、ヨロナ感染予防のため当分の間少人数での

利用、延期、中止等を検討してください。
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情定Eこ 所 「荒牧小学校Jの 運躍対象地区
荒牧町、荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、荒牧町四丁目、日回町 (国道17号以西)、関根町二丁目、

●指定避難所 (二次避難所)と は、災喜発生後の一定期間、避費崖

者が滞在 ・生活することを想定した施設で孔

●緊急避難場所 (一次避難所)は 、災害から身を守るために緊癌チ

的 ,一時的に避難する場所です。
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11 ‐      ∵    状 況に応して、指定避難所に直担妻

向かうなど、安全を確実に確保できる行動をとりましよう。

●市が定める避難対象地区は、ご近所同士がまとまつて避難できま
るようにあらかじめ定めたものです。■||= 1 手 = ・

Ⅲ  l  !      ■  二 ■ ‐災書の状況に応じて、

柔軟な行動をとりましよう。

●指定避難所は、災書時には地域における情報発信や物資配維≧
の拠点となりま孔

関根町三丁目、川原町

※災書の種類 (地震、風水害)で避難所が異なることがあります (浸水想定区域内の運難所は開設しません
※指定避難所への運難は 「徒歩」で行いましょう。
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●指定避難所 (二次避難所)と は、災督発生後の一定期間、運難

者が滞在 ,生活することを想定した施設て孔

●緊急避難場所 (一次避難所)は 、災雪から身を守るために緊急

的 ・一時的に避難する場所で抗
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向かうなど、安全を確実に確保できる行動をとりましょう。

●市が定める避難対象地区は、ご近所同士がまとまつて避難でき
るようにあらかじめ定めたもので坑 モ;i  Fモ
| す̀|    ! |                 | |

柔軟な行動をとりましよう。

災害の状況に応して、

●指定避難所は、災書時には地域における情報発信や物資配給
の拠点となりま抗

招定違ほ所 「構Jtl小学校Jの 置確対R地 区
荒牧町個瑚豊17号以東)、荒牧町一丁目、日輸寺町、川崎町、日口町tBE17号 以東)、閥根町、関恨打一丁目
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※災書の種類 (地震、風水書)で運難所が異なることがあります (漫水想定区域内の避難所は開殺しません)。
※指定避難所への避難は 「徒歩」で行いましょう。

洗濯 ・物干スペース 校庭の安全利用を確保するため、

災害支援物費等置場

出入日や通路、駐車靖所を決め

ておくほか、日辺環境を踏まえ

て、仮捜 トイレや炊出娼、ごみ

E爆 などを配置します。
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